
第６号様式（第５の２関係）

議 事 概 要

会 議 名 令 和 ６ 年 度 第 １ 回 錦 江 警 察 署 協 議 会

会 議 日 時 令 和 ６ 年 ６ 月 1 9 日 水 曜 日 午 後 ３ 時 か ら 午 後 ４ 時 1 5 分 ま で

会 議 場 所 錦江警察署２階会議室

出 席 者 １ 協議会側 会長以下６人
２ 警察署側 署長以下８人

（会議の概要）
１ 開会
⑴ 開会のことば
⑵ 会長挨拶
⑶ 署長挨拶及び各課長等紹介
⑷ 本部長所感代読

２ 協議
⑴ 署長概況説明
ア 警察組織と警察署協議会
イ 錦江警察署と鹿児島県警察運営指針等
ウ 管内の治安情勢と警察署の取組状況等

⑵ 警察行政に対する意見・要望等について

【意見・要望】
(委員)
４月に発生した声掛け事案に関して、メールに登録されていない方等への公共的な

情報発信については、どのように対応しているのか。

【回答】
(警察)
当署では、速やかに管内住民の皆様へ注意喚起すべき事案があった場合は、県警あ

んしんメールや南隅防犯安心メールの配信以外に、錦江町と南大隅町に依頼して両町
の防災無線を利用させていただいて広報を行っております。このほか身近な犯罪やう
そ電話詐欺の注意喚起等につきましては、各種会合や高齢者が集まるサロン等におい
て、警察官が出席して防犯講話という形で広く広報する。

【意見・要望】
(委員)
梅雨時期を迎え、道路のセンターラインは見えていても、両サイドの白線が消えか

けていて見えにくい場所もあり、危険を感じる。

【回答】
(警察)
道路の白線は、路面標示と呼ばれており、区画線と道路標示の２種類に分かれてい

ます。区画線は道路の中央線や外側線等交通の円滑の確保や道路構造物等の保全を図
るもので、管内の国道や県道の管理は大隅地域振興局となり、町道の管理はそれぞれ
錦江町役場と南大隅町役場になります。管内の横断歩道や停止線等交通規制に関する
ものについては当署へ御要望ください。薄くなった道路標示については、全て警察本
部の担当係へ報告し、順次整備に努めております。また区画線につきましても、警察
で把握した場合は、速やかに各道路管理者に情報提供を行っています。白線の施工に
ついては、予算を伴いますので、所管する管理者の維持予算によって進捗が異なりま
す。白線の消失を防止するためには、道路形状に沿った適切な速度による丁寧な運転
が大切と考えます。それがひいては交通事故防止にもつながりますので環境に優しい
運転と交通事故防止との関連についても、今後、法令講習等で周知を図る。

【意見・要望】
(委員)
近年、ストーカー被害により殺人事件等の報道を耳にするが、通報や相談等からど

こまでが警察で対応できるかを教えていただきたい。また事件性が疑われた場合、「民
間機関がどこまで組織連携を図っていけるか。」を今後検討していかなければならな



いと考えるが説明願いたい。

【回答】
(警察)
ストーカー事案は、重大事件に発展したり、事態が急展開するおそれがある危険性

が高い事案ですので、警察では事案を認知した場合、当事者から話を聞き、その意向
を確認した上で、必要な対応を執ります。一番大事なことは、被害者とその家族が危
害を受けない状況を最優先に作り上げるということですので、加害者に違法行為があ
れば、検挙や相手への警告措置を念頭に対応に当たります。被害者が事件処理を望ま
ない場合であっても、警察として被害者保護の徹底を図る必要がありますので、被害
者の援助申出に基づいて必要な支援を行います。具体的な援助申出に基づく支援の例
としては、ストーカー行為をした者の氏名等の教示や住民基本台帳を閲覧されないた
めの支援、被害防止に資する物品の貸出し、110番緊急通報登録システムへの登録等が
あり、これらにより必要な被害者保護対策を徹底します。
最終的に、今、申し上げた保護対策を行いながら、再被害のおそれ、被害者の意向

等を総合的に検討した上で、保護対策の継続や終結について判断します。
次に、ストーカー事案については、例えば、被害者の避難先の確保等、警察が認知

した時点から、関係機関との連携を必要とする場面が多々あり、保護対策の継続中は
もとより、終結後も、被害者が平穏な生活を取り戻すまでは、警察として関係機関と
の連携は必要なものと考えております。
その関係機関との連携で大事なことは、「被害者自身が警察や関係機関にどのよう

な支援を望んでいるのか。」について、把握することだと考えています。そして、警
察と関係機関が被害者にその趣旨を説明し、承諾を得た上で、被害者情報を共有し、
連携を密にしていくことが重要である。

(委員)
難しい問題ではあるが、引き続き協力をよろしくお願いしたい。

【意見・要望】
(委員)
トカラ列島太平洋沖で震度５強の大きな地震が発生した場合、南大隅町には約51分

後に津波が来ると言われている。車で避難する時にも信号を守って通行しなければな
らないのか。

【回答】
(警察)
主要な交差点では、警察官が臨場し、手信号による交通整理を行いますので、その

指示に従う。

【意見・要望】
(委員)
隣の空き家から「ガスボンベがなくなった。」と聞いた。最近は空き家が多く、で

きるだけパトロールをお願いしたい。

【回答】
(警察)
空き家につきましては、県下全域で地金として価値のあるガスボンベやエアコンの

室外機等の被害が多発しております。空き家の異常にお気付きの際は、情報をいただ
きたいので、最寄りの交番・駐在所に連絡をいただきたいと思います。あわせて、パ
トロールも実施する。

【意見・要望】
(委員)
自分が住む集落を通る道路は制限速度が時速60キロから時速40キロになる場所であ

るが、スピードを緩めることなく通行する車両が散見されることから、取締りをどし
どしやってほしい。あわせて、積載量違反もお願いしたい。

【回答】
(警察)
速度取締りにつきましては、後程「令和６年度下半期速度取締指針について」で御

説明します。過積載につきましては、そういった情報がございますので取締りを実施
する。



【意見・要望】
(委員)
ここ３～４年、コロナもあり、交通安全協会の各地区での講習が行われていないが、

できれば各地区に出向いてもらって講習してほしい。

【回答】
(警察)
法令講習につきましては、コロナ禍の期間中、実施していませんでしたが、南大隅

町地区協会では９～10月から実施予定とのことです。錦江町地区協会がありますので、
実施するよう申入れをする。

３ その他
⑴ 令和６年度下半期速度取締指針について
⑵ 令和６年度第２回警察署協議会開催日程等について

次回の協議会は、令和６年11月に開催予定

４ 閉会
閉会の言葉

５ 業務視察
警備警察活動実演（警護訓練）

備 考


